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北九州市告示第３２１号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号。以下「法」という 。） 第４６条第２項及び第５１条の２５第

４項並びに児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の２０第４

項及び第２４条の３２第２項の規定による指定障害福祉サービス事業及び指定

特定相談支援事業並びに指定障害児通所支援事業及び指定障害児相談支援事業

の廃止の届出があったので、法第５１条第２号及び第５１条の３０第２項第２

号並びに児童福祉法第２１条の５の２５第２号及び第２４条の３７第２号の規

定により次のとおり告示する。

令和３年９月６日

北九州市長 北 橋 健 治

１ 指定事業者に関する事項

（１） 指定障害福祉サービス事業者（居宅介護） 

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

ヘルパーステー

ション ほのか 

北九州市小倉北

区赤坂三丁目７

番２１－４０２

号 

合同会社ほのか 

代表社員 射場寿子 

北九州市小倉北区赤坂三

丁目７番２１－４０２号 

身体障害者

、知的障害

者及び精神

障害者 

4017801525  

（２） 指定障害福祉サービス事業者（重度訪問介護） 

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

ヘルパーステー

ション ほのか 

北九州市小倉北

区赤坂三丁目７

番２１－４０２

号 

合同会社ほのか 

代表社員 射場寿子 

北九州市小倉北区赤坂三

丁目７番２１－４０２号 

身体障害者

、知的障害

者及び精神

障害者 

4017801525  

（３） 指定障害福祉サービス事業者（同行援護） 

事業所又は施設 事業者又は施設の設置者 事業の主た 事業所番号 
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の名称及び所在 

地 

の名称、代表者名及び主 

たる事務所の所在地 

る対象者  

愛ヘルパーステ

ーション 

北九州市小倉南

区石田南一丁目

２番１３号 

株式会社オフィス西尾 

代表取締役 西尾祐子 

北九州市小倉南区石田南

一丁目２番１３号 

特定無し 4017701329  

（４） 指定障害福祉サービス事業者（就労移行支援） 

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

北九州市立門司

障害者地域活動

センター 

北九州市門司区

大字畑１８０８

番地 

社会福祉法人あすなろ学

園 

理事長 大友征子 

北九州市小倉南区大字新

道寺１１００番地１ 

身体障害者

（肢体不自

由 ）、 知的

障害者及び

精神障害者 

4017600075  

プログレス北九

州センター 

北九州市小倉北

区浅野一丁目２

番３９号 

株式会社古江建設 

代表取締役 古江勝紀 

北九州市小倉北区中井口

３番４４号 

特定無し 4017801574  

北九州市立戸畑

障害者地域活動

センター 

北九州市戸畑区

千防一丁目１番

１６号 

社会福祉法人北九州障害

者福祉事業協会 

理事長 内田健一 

北九州市戸畑区北鳥旗町

２番２２号 

特定無し 4016400170  

（５） 指定障害福祉サービス事業者（就労継続支援Ａ型） 

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

ひかりと大地 

北九州市八幡西

社会福祉法人孝徳会 

理事長 渡辺正孝 

知的障害者 4016701056  
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区陣原三丁目１

８番２０号 

北九州市若松区大字安屋

３３１０番地３ 

（６） 指定特定相談支援事業者（特定相談支援） 

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

ヘルパーステー

ションもじ 相

談支援センター 

北九州市門司区

黒川西二丁目６

番２号 

株式会社武久福祉会 

代表取締役 穎原尚吾 

北九州市門司区黒川西二

丁目６番２号 

特定無し 4037600022  

相談支援センタ

ー あかつき 

北九州市小倉南

区中吉田一丁目

２０番２５号 

有限会社ひびき 

代表取締役 中山貴広 

福岡県嘉麻市下山田３０

８番地２ 

特定無し 4037700244  

（７） 指定障害児通所支援事業者（放課後等デイサービス） 

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

ハッピーテラス

高須教室 

北九州市若松区

高須北三丁目１

番３９号 

株式会社ノダメディカル 

代表取締役 野田政美 

北九州市小倉北区熊本三

丁目２番６号サンライズ

ビル３Ｆ 

特定無し 4056500038  

（８） 指定障害児通所支援事業者（児童発達支援） 

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

たいよう高須教

室 

北九州市若松区

高須北三丁目１

株式会社ノダメディカル 

代表取締役 野田政美 

北九州市小倉北区熊本三

丁目２番６号サンライズ

特定無し 4056500038  
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番３９号 ビル３Ｆ 

（９） 指定障害児相談支援事業者（障害児相談支援） 

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

相談支援センタ

ー あかつき 

北九州市小倉南

区中吉田一丁目

２０番２５号 

有限会社ひびき 

代表取締役 中山貴広 

福岡県嘉麻市下山田３０

８番地２ 

特定無し 4077703330  

２ 廃止年月日 

 令和３年３月３１日 
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北九州市告示第３２２号      

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号。以下「法」という 。） 第３６条第１項及び第５１条の２０第

１項並びに児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の１５第１

項及び第２４条の２８第１項の規定により指定障害福祉サービス事業者及び指

定特定相談支援事業者並びに指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支

援事業者を指定したので、法第５１条第１号及び第５１条の３０第２項第１号

並びに児童福祉法第２１条の５の２５第１号及び第２４条の３７第１号の規定

により次のとおり告示する。 

  令和３年９月６日     

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 指定事業者に関する事項

（１） 指定障害福祉サービス事業者（居宅介護）

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

木花（このは） 

北九州市八幡東

区山路二丁目８

番１５号 

合同会社この花みのりの

里 

代表社員 志水敏子 

北九州市八幡東区山路二

丁目８番１５号 

身体障害者

及び知的障

害者 

4016600597

けれはーと 

北九州市八幡西

区青山一丁目１

３番１６号 

株式会社るーえ 

代表取締役 石迫怜太 

北九州市八幡西区青山一

丁目１３番１６号 

特定無し 4016701072  

（２） 指定障害福祉サービス事業者（重度訪問介護） 

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

木花（このは） 

北九州市八幡東

区山路二丁目８

番１５号 

合同会社この花みのりの

里 

代表社員 志水敏子 

北九州市八幡東区山路二

丁目８番１５号 

身体障害者

及び知的障

害者 

4016600597  
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けれはーと 

北九州市八幡西

区青山一丁目１

３番１６号 

株式会社るーえ 

代表取締役 石迫怜太 

北九州市八幡西区青山一

丁目１３番１６号 

特定無し 4016701072  

（３） 指定障害福祉サービス事業者（同行援護） 

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

木花（このは） 

北九州市八幡東

区山路二丁目８

番１５号 

合同会社この花みのりの

里 

代表社員 志水敏子 

北九州市八幡東区山路二

丁目８番１５号 

身体障害者

（視覚障害

） 

4016600597  

けれはーと 

北九州市八幡西

区青山一丁目１

３番１６号 

株式会社るーえ 

代表取締役 石迫怜太 

北九州市八幡西区青山一

丁目１３番１６号 

特定無し 4016701072  

（４） 指定障害福祉サービス事業者（生活介護） 

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

障がい福祉サー

ビス てんま 

北九州市八幡西

区真名子一丁目

６番３４号 

株式会社天馬 

代表取締役 西迫 信 

福岡県中間市桜台一丁目

８番２２号 

身体障害者

（肢体不自

由、聴覚・

言語障害及

び内部障害

）、 知的障

害者及び精

神障害者 

4016701577  

（５） 指定障害福祉サービス事業者（自立訓練（生活訓練 ））

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

ワークネット北 一般社団法人ワークネッ 精神障害者 4016600514  
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九州 

北九州市八幡東 

区中央二丁目１

番１号レインボ

ープラザ６階 

ト北九州 

代表理事 元重義則 

北九州市八幡東区高見二

丁目９番１－６０２号 

（６） 指定障害福祉サービス事業者（就労移行支援）

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

ウェルビーチャ

レンジ小倉セン

ター 

北九州市小倉北

区京町三丁目１

番１号セントシ

ティ北九州Ｂ１

階 

ウェルビー株式会社 

代表取締役 大田 誠 

東京都中央区銀座二丁目

３番６号 

身体障害者

（内部障害

）、 知的障

害者、精神

障害者及び

難病等対象

者 

4017801343  

（７） 指定障害福祉サービス事業者（共同生活援助）

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

リタの家 

北九州市小倉北

区霧ケ丘二丁目

１４番２号 

合同会社リタの家 

代表社員 安枝海斗 

北九州市小倉北区足原二

丁目１０番１６号 

知的障害者

及び精神障

害者 

4027800186  

（８） 指定特定相談支援事業者（特定相談支援）

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

相談支援事業所

スタジオ 

北九州市小倉南

区葛原本町三丁

目１３番２６号 

一般社団法人Ｃｅｎｔｅ

ｒ ｏｆ ｔｈｅ Ｆｉ

ｅｌｄ 

代表理事 野中勝治 

北九州市小倉南区葛原本

特定無し 4037700459  
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町三丁目１３番２６号 

相談支援センタ

ー あしすと 

北九州市八幡西

区医生ケ丘６番

１号２階 

株式会社Ｅ－Ｌａｂｏ 

代表取締役 針池栄治 

北九州市八幡西区医生ケ

丘６番１号 

特定無し 4036700286  

（９） 指定障害児通所支援事業者（放課後等デイサービス） 

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

放課後等デイサ

ービス エンブ

レイス 

北九州市小倉北

区香春口二丁目

６番１号デザイ

ナープリンセス

ＫＹ２０２ 

ＣＯＮＶＥＲＴ株式会社

代表取締役 南沢信吾 

福岡市博多区博多駅南三

丁目２２番２号第五大西

ビル３Ｆ 

重症心身障

害児以外 

4057800064  

ＩＲＯＨＡ Ｓ

ｔｙｌｅ 

北九州市小倉南

区葛原本町六丁

目８番２７号ア

クアス２１ ２

０２号 

株式会社エスティーロ 

代表取締役 村田一光 

北九州市小倉南区東貫二

丁目１７番２１号 

重症心身障

害児以外 

4057700082  

プレシャスＯＮ

Ｅ 

北九州市八幡東

区中央二丁目１

４番２０－２０

１号 

一般社団法人ライフアゲ

イン 

代表理事 原田昌樹 

北九州市八幡東区中央二

丁目１４番２０号 

重症心身障

害児以外 

4056600077  

ＣＡＭＰ 

北九州市八幡西

区本城３４５３

株式会社ＳＯＷ 

代表取締役 尾倉 寧 

北九州市八幡西区本城３

重症心身障

害児以外 

4056700075  
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番地４ ４５３番地４ 

はんずあっぷ 

あいおい 

北九州市八幡西

区相生町４番３

号 

一般社団法人ＴＥＴＯＴ

Ｅ 

代表理事 宮原裕司 

北九州市八幡西区北筑二

丁目１６番２０号 

重症心身障

害児以外 

4056700083  

放課後等デイサ

ービスけやき 

北九州市戸畑区

中原西三丁目３

番３１－１０２

号 

医療法人若愛会 

理事長 山内 孝 

北九州市若松区下原町９

番１３号 

重症心身障

害児以外 

4056400049  

（１０） 指定障害児通所支援事業者（児童発達支援） 

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

児童発達支援事

業所つくぺた門

司 

北九州市門司区

小森江三丁目８

番５号 

医療法人茜会 

理事長 吉水一郎 

山口県下関市上新地町一

丁目５番２号 

重症心身障

害児以外 

4057600043  

プレシャスＯＮ

Ｅ 

北九州市八幡東

区中央二丁目１

４番２０－２０

１号 

一般社団法人ライフアゲ

イン 

代表理事 原田昌樹 

北九州市八幡東区中央二

丁目１４番２０号 

重症心身障

害児以外 

4056600077  

ＣＡＭＰ 

北九州市八幡西

区本城３４５３

番地４ 

株式会社ＳＯＷ 

代表取締役 尾倉 寧 

北九州市八幡西区本城３

４５３番地４ 

重症心身障

害児以外 

4056700075  

（１１） 指定障害児相談支援事業者（障害児相談支援） 

事業所又は施設 事業者又は施設の設置者 事業の主た 事業所番号 
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の名称及び所在 

地 

の名称、代表者名及び主 

たる事務所の所在地 

る対象者  

相談支援事業所

スタジオ 

北九州市小倉南

区葛原本町三丁

目１３番２６号 

一般社団法人Ｃｅｎｔｅ

ｒ ｏｆ ｔｈｅ Ｆｉ

ｅｌｄ 

代表理事 野中勝治 

北九州市小倉南区葛原本

町三丁目１３番２６号 

特定無し 4077700039  

相談支援センタ

ー あしすと 

北九州市八幡西

区医生ケ丘６番

１号２階 

株式会社Ｅ－Ｌａｂｏ 

代表取締役 針池栄治 

北九州市八幡西区医生ケ

丘６番１号 

特定無し 4076700030  

２ 指定年月日 

 令和３年４月１日
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北九州市公告第６１６号 

 市有財産を一般競争入札により売り払うので、北九州市契約規則（昭和３９

年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定に

より、次のとおり公告する。 

  令和３年９月６日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 売り払う物件 

 （１）  所在地 

   門司区旧門司二丁目１３番１外１筆（建物付） 

 （２）  公募地目 宅地 

 （３）  実測面積 １，２９５．９１㎡ 

 （４）  最低売却価格 １８，７００，０００円 

２ 契約条項を示す場所及び期間 

 （１）  場所 

   北九州市門司区西海岸一丁目２番７号 

   北九州市港湾空港局港営部港営課 

 （２） 期間 

   この公告の日から令和３年１０月２７日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下

「日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前９時３０分から午後５時ま

で 

３ 入札の要領及び参加申請書を交付する場所及び期間 

 （１）  場所 

   北九州市門司区西海岸一丁目２番７号 

   北九州市港湾空港局港営部港営課 

 （２） 期間 

   この公告の日から令和３年１０月２７日まで（日曜日等を除く。）の毎

日午前９時３０分から午後５時まで 

４ 入札の参加申請を受け付ける場所及び期間 

 （１）  場所 

   北九州市門司区西海岸一丁目２番７号 

   北九州市港湾空港局港営部港営課 

 （２） 期間 

   令和３年９月２７日から同月３０日までの毎日午前９時３０分から午後

５時まで（正午から午後１時までを除く。） 
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５ 入札及び開札の日時及び場所 

 （１）  入札日時 

   令和３年１０月２７日午前１０時 

 （２） 開札日時 

   入札締切り後直ちに行う。 

 （３） 入札及び開札の場所 

   北九州市門司区西海岸一丁目２番７号 

   北九州市港湾空港局庁舎２階第一会議室 

６ 入札に参加することができる者の資格 

  次に掲げる事項のいずれにも該当しないこと。 

 （１）  北九州市が行う市有地売払いに関し、アからエまでのいずれかに該

当した後２年を経過していない者 

  ア 入札を取り消されたことがある者 

  イ 落札者として資格を取り消されたことがある者 

  ウ 先着順売払いの申込みを取り消されたことがある者 

  エ 正当な理由がなく契約を締結せず、又は履行しなかった者 

 （２）  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１

項の規定及び契約規則第２条の規定に該当する者 

 （３）  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴

力団」という。）のほか、次に掲げる者 

ア 入札に係る物件を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供し

ようとする者 

 イ 法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又

は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

 ウ 次のいずれかに該当する者 

   （ア）  法人でその役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営 

    に実質的に関与している者 

   （イ）  自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者 

    に損害を加える目的をもって暴力団を利用している者 

   （ウ）  暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与 

    する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与して 

    いる者 

   （エ）  暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい 

    る者 
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   （オ）  暴力団又は暴力団員であると知りながらこれを不当に利用して 

    いる者 

  エ アからウまでに掲げる者の依頼を受けて入札に参加しようとする者 

７ 入札保証金 

 （１） ５万円とする。 

 （２） 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は、北九州市に帰属

する。 

８ 入札の無効 

  契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

９ 入札の中止 

特別の事情がある場合は、入札を中止し、延期し、又は取り消すことがあ

る。この場合において、入札者及び入札に加わろうとする者が損失を受けて

も、北九州市は、補償の責めを負わない。 

１０ 先着順売払いについて 

  売払い物件について入札者がないとき、又は落札者が契約を締結しないと 

 きは、先着順により申請を受け付け売り払う。 

 （１）  受付及び申請書の交付をする場所 

   北九州市門司区西海岸一丁目２番７号 

   北九州市港湾空港局港営部港営課 

 （２） 受付期間 

   令和３年１１月２４日から令和４年２月２５日まで（日曜日等及び令和

３年１２月２９日から令和４年１月３日までの日を除く。）の毎日午前９

時３０分から午後５時まで 

 （３） 買受資格 

   入札に参加することができる者の資格と同じ。 

１１ 入札等に係る問合せ先 

  北九州市門司区西海岸一丁目２番７号 

  北九州市港湾空港局港営部港営課 

  電話 ０９３－３２１－５９５１ 
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北九州市選挙管理委員会告示第２６号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の規定による各種請求、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）の規定による教

育長又は委員の解職請求並びに市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年

法律第５９号）の規定による合併協議会設置の請求及び合併協議会設置の投票

の請求をするに必要な選挙人の数は、次のとおりである。 

  令和３年９月１日 

                      北九州市選挙管理委員会 

                      委員長 富 増 健 次 

１ 地方自治法第７４条第１項（条例の制定又は改廃の請求）及び第７５条第

１項（市の事務の監査の請求）並びに市町村の合併の特例に関する法律第４

条第１項（合併協議会設置の請求）及び第５条第１項（同一請求関係市町村

の長に対する合併協議会設置の請求）に規定する選挙権を有する者の５０分

の１の数 

  １万５，８０５人 

２ 地方自治法第７６条第１項（議会の解散の請求）、第８１条第１項（市長

の解職の請求）及び第８６条第１項（副市長、選挙管理委員（市の選挙管理

委員に限る。）又は監査委員の解職の請求）並びに地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第８条第１項（教育委員会の教育長又は委員の解職の請求

）に規定する選挙権を有する者の４０万を超える数に６分の１を乗じて得た

数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数 

  １９万８，３６９人 

３ 地方自治法第８０条第１項（議会の議員の解職の請求）及び第８６条第１

項（選挙管理委員（区の選挙管理委員に限る。）の解職の請求）に規定する

選挙権を有する者の３分の１の数 

  門司区  ２万７，２９８人 

  小倉北区 ５万９０１人 

  小倉南区 ５万８，１７６人 

  若松区  ２万２，６００人 

  八幡東区 １万８，５５７人 

  八幡西区 ６万９，８３２人 

  戸畑区  １万６，０４３人 

４ 市町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項（合併請求市町村の選挙

管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求）及び第５条第１５項

（合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置
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協議の投票の請求）に規定する選挙権を有する者の６分の１の数 

  １３万１，７０３人 
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